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令和５年度直方市監査方針及び年間監査計画 
 

令和 5 年 2 月 1 日 直方市監査委員決定 
1.監査方針 

（1）経済性・効率性・有効性の観点による監査等の充実 

正確性・合規性はもとより、「最小の経費で最大の効果を上げているか」等

の経済性・効率性・有効性の観点から監査等を行う。 

（2）リスクを考慮した監査 

定期監査等に提出されたリスクの内容及び程度、過去の監査結果の指摘事

項等を総合的に判断し、より具体的な重点項目・着眼点を定めて監査等を実

施する。 

（3）監査等の結果に対するフォローアップの充実 

監査等の結果が事務事業の改善に資することとなるよう、過年度の指摘等

に基づく措置状況について検証を行い、改善や修正が有効に進められている

か適宜確認等を行い監査の実効性を確保する。また、複数の部署で同様の不

適正な事務処理が見受けられることから、個々の事務処理の指摘にとどまら

ず、指摘事項やその分析結果を全庁へフィードバックし、ミスの再発防止に

対する職員の意識向上等を図る取り組みを支援する。 

（4）各種監査等の効果的な連携 

ＤＸ推進に伴い、例月出納検査・定期監査時に、財務事務の合規性・正確

性と併せて、文書システムとの関連を確認し、効率的な決算審査に結び付け

る。 

 

2.年間監査計画 

直方市監査規程第 13 条第 3 項の規定に基づき，年間監査計画を次のとお

り定める。 

令和 5年度は以下の監査等を実施する。 

 

（1）実施予定の監査等の種類及び対象 

①定期監査 

地方自治法第 199 条第 4項の規定により財務に関する事務の執行及び経営

に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかに加え、同条第 2 項の

規定により事務の執行が合理的かつ効率的に行われているかについて監査す

る。 

※ 実施の詳細は、監査実施の約 60 日前に監査対象部署宛に通知する。 

※ 必要に応じ工事等の現地調査箇所を決定し連絡する。 
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＜共通着眼点＞ 

1） 前回の指摘・注意助言事項の検討・改善が行われているか。 

2） 予算執行、収入、支出及び財産の管理等の事務は適切かつ効率的に行

われているか。 

3） 事務事業の執行にあたっては、住民の福祉の増進、市民負担の軽減、

市民サービスの向上に努めているか。 

4） 事務事業の執行が法令、条例、規則、予算及び議決等に基づきなされ

ているか。 

5） 文書の処理方法、諸帳簿の記帳整理は適正に行われているか。 

6） 業務に潜在するリスク管理（チェック体制）の整理は適切に行われて

いるか。また、その体制は有効に運用されているか。 

7） 各種の契約が、契約の公平性、透明性を確保しているか。 

8） 補助金等は、規則等に基づき額の算定、交付方法等が適正に行われて

いるか。 

9） 公金収納が、財務規則に則り適正に処理されているか。 

10） 物品の出納保管は、適正になされているか。 

11） 歳入調定の対象を的確に把握し、適正に調定と収納が行われている

か。 

12） 事務処理等のチェック体制は適正に行われているか。 

13） その他特に必要な事項 

 

②例月出納検査 

地方自治法第 235 条の 2第１項の規定により、会計管理者（地方公営企業

法適用事業の場合は公営企業管理者）が保管する現金の毎月の出納について

係数の正確性を検証するとともに、現金の出納が適正に行われているか、現

金の保管が確実かつ有利な方法で行われているかを検査する。 

※実施時期： 検査対象月の翌月 26 日頃 

 

③決算審査及び基金運用状況審査 

決算審査は、地方自治法第 233 条第 2項又は地方公営企業法第 30 条第 2 項

の規定により、審査に付された決算について計数の正確性を検証するととも

に、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを

主眼として審査する。 

基金の運用状況審査は、地方自治法第 241 第 5 項の規定により、審査に付

された基金の運用状況について計数の正確性を検証するとともに、基金の運

用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査する。 
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※実施予定時期： 5 月（決算関係資料提出以降）～8月 

 

④健全化判断比率及び資金不足比率の審査 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項及び第 22 条第 1

項の規定により審査に付された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債

費比率、将来負担比率及び各公営企業会計の資金不足比率並びにその算定の

基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかを審査す

る。 

※実施予定時期： 8 月 

 

⑤財政援助団体等に関する監査 

地方自治法 199 条第 7項の規定により指定管理者制度を導入している公の

施設について、指定管理者の指定は適正かつ公正に行われているか、施設は

関係法令の定めるところにより適正に管理されているか、施設の管理に係る

収支会計経理は適正になされているかについて監査する。 

監査の対象は、監査計画のとおり。 

 

⑥行政監査  

地方自治法第 199 条第 2項の規定により事務の執行が法令に適合し、適正

に行われているかという観点はもとより、経済性、効率性及び有効性並びに

リスク・アプローチによる重点項目に着目し、定期監査の際に必要に応じて

実施する。なお、特に必要があれば随時テーマを定め、各部局横断的に実施

する。 

 

⑦随時監査 

地方自治法第 199 条第 5項の規定により年間監査計画に定める監査等のほ

か、監査を実施する必要が生じた場合はその都度協議し実施する。 

 

（2）監査等の実施体制及び対象別実施予定時期 

①実施体制  

各監査の実施体制については、監査委員 2 人が直方市監査規程に則ってそ 

の職務を遂行するものとし、監査委員事務局職員が監査委員の事務を補助す

る。 

②対象別実施予定時期 

別途通知する。 

 



4 
 

3.監査結果の報告 

財務監査、行政監査及び公の施設の指定管理者監査等に係る監査の結果に

関する報告は、議会、市長及び委員会（該当がある場合）に提出し、例月出

納検査の結果に関する報告は、議会及び市長（企業管理者）に提出するもの

とする。また、決算審査、基金運用状況審査及び健全化判断比率等審査を終

了したときは、意見を市長（企業管理者）に提出するものとする。 


